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１ 令和７（２０２５）年度補正予算概要 
 
 一般会計 
 ［歳 入］                                 （単位：千円） 

科   目 補 正 額 説     明 

(国)土木費補助金  △ 8,605 公営住宅建設費補助金減                △ 8,605 

不動産売払収入 39,900 土地売払収入                     39,900 

指 定 寄 付 金 200 
指定寄付金                        200 

 歴史的建造物保全調査事業費分             200 

土 木 債 19,200 
公営住宅建設事業債増                 18,300 

市営住宅災害復旧債                                       900 

 

［歳 出］ 

土木費                                  （単位：千円） 

科   目 補 正 額 説    明 特 定 財 源 

建 築 行 政 費 △ 3,900 空家等対策推進費減         △ 3,900 

 空家対策総合支援補助金減   △ 3,900 

 

(国) 空き家対策総

合支援事業費補

助金 

     △ 1,950 

都市計画総務費 △ 60,706 立地適正化計画推進費減       △ 58,706 

歩行空間再構築事業費減    △ 46,706 

 住宅建築取得費補助金減    △ 12,000 

歴史的建造物等 

保全・活用推進事業費減   △ 2,000 

 西部地区都市景観形成地域 

保全事業費減  △ 2,000 

 

(国) 都市構造再編

集中支援事業費

補助金 

      △ 30,800 

(国)都市景観形成

費補助金 

      △900 

(地方債) 立地適正

化計画推進事業

債 

     △ 22,000 

 

市 街 地 再 開 発 

事 業 費 

△ 2,620,268 函館駅前東地区 

    市街地再開発事業費減 △ 2,620,268 

 事業費補助金減        

(国) 市街地再開発

事業費補助金 

     △ 1,310,134 

(地方債) 市街地再 

開発事業債 

   △ 1,310,100 
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（単位：千円） 

科   目 補 正 額 説    明 特 定 財 源 

住 宅 管 理 費 △ 5,038 市営住宅等改善事業費減        △ 5,038 

 外壁等改修事業費減      △ 1,815 

 給油設備整備事業費減     △ 3,223 

(国) 公営住宅改善

費補助金 

       △ 12,025 

(地方債) 公営住宅 

建設事業債 

       19,300 

 
 

［債務負担行為］ 
（変 更）                                   （単位：千円） 

事       項 
補 正 前 補 正 後 

限 度 額 限 度 額 

湯川団地共同浴場運営業務委託料 9,613 8,847 
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２ 令和８（２０２６）年度予算概要 
 一般会計 
 

［歳 出］ 
  土木費                                  （単位：千円） 

科   目 予 算 額 説    明 特 定 財 源 

建 築 行 政 費 67,658 委員報酬                150 

 建築審査会委員                       25  

 開発審査会委員                       80 

 空家等対策協議会委員                 45 

建築行政推進費               4,907 

 指定道路台帳システム経費     1,155 

 建築確認支援システム経費     2,029 

 その他諸経費           1,723 

公共建築物等設計監理経費      15,890 

 公共建築物等維持補修 

        設計監理業務委託料 14,163 

 建築積算システム経費        448 

 その他諸経費           1,279 

盛土等対策事業費                     9,900 

 大規模盛土造成地 

滑動崩落予測調査費  900 

 既存盛土等調査費              9,000 

空家等対策推進費           27,663 

 空家対策総合支援補助金      10,000 

 ヤングファミリー 

      住まいりんぐ支援補助金 16,028 

 危険空家等管理経費         1,580 

その他諸経費             55 

補助金                9,000 

住宅リフォーム補助金         

負担金                 148 

 全国建築審査会協議会負担金      48 

 日本建築行政会議負担金       100 

 

(国) 盛土等対策事

業補助金 

       4,800 

(国) 空き家対策総 

合支援事業費補 

助金 

     5,000 

(国) ヤングファミ 

リー住まいりん 

ぐ支援補助金 

        7,212 

(国) 住宅リフォー 

ム補助金 

     3,970 

(国) 統計調査委託 

  金 

              102 

(道) 住宅・建築物 

安全対策支援事 

業費補助金 

       200 

(道) 住まいのゼロ

カーボン化推進

事業補助金 

     2,255 

(その他) 建築手数 

料 

       14,250 

(その他) 開発行為 

等許可手数料 

         444 

(その他) 特定空家

等緊急代執行費

用収入 

330 
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（単位：千円） 

科   目 予 算 額 説    明 特 定 財 源 

   (その他) その他の 

  雑入 

989 

都市計画総務費 302,792 委員報酬                410 

 都市計画審議会委員                  195 

 都市景観審議会委員                  140 

 都市景観賞選考委員会委員             75 

都市計画マスタープラン策定経費    4,190 

（債務負担行為分 ４，１１４、 

その他） 

立地適正化計画推進費        239,400 

 歩行空間再構築事業費       221,400 

  市道公園通２号 歩道拡幅２４６ｍ 

   （別添資料参照 ７ページ） 

 店舗機能向上改修費補助金     2,000 

 住宅建築取得費補助金       16,000 

西部地区再整備事業費         7,447 

 共創のまちぐらし推進 

プロジェクト関係経費   108 

 既存ストック活性化 

プロジェクト関係経費 7,239 

 その他諸経費            100 

都市景観形成推進費           564 

 景観啓発活動経費           510 

景観アドバイス関係経費        54 

歴史的建造物等保全・活用推進事業費 38,664 

歴史的建造物保全調査事業費    2,283 

伝統的建造物群保存地区保存事業費  1,515 

西部地区都市景観形成地域 

保全事業費 20,517 

歴史的建造物活用事業費      14,000 

指定建造物等取得資金利子補給費    55 

  （債務負担行為分） 

その他諸経費             294 

建物等維持管理所要経費        1,918 

負担金                 215 

 函館圏広域都市計画協議会負担金   165 

全国伝統的建造物群保存地区 

           協議会負担金   50 

(国) 都市構造再編 

集中支援事業費 

補助金 

     105,600 

(国) 都市景観形成 

費補助金 

8,874 

(道) 土地取引届出 

等事務費補助金 

        101 

(地方債) 立地適正 

化計画推進事業 

債 

       124,800 

(その他) 公園使用

料 

         85 

(その他) 屋外広告 

  物手数料 

      8,313 

(その他) 建物貸付 

収入 

       588 

(その他) その他の

雑入 

       117 
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（単位：千円） 

科   目 予 算 額 説    明 特 定 財 源 

  その他所要経費            9,984  

市 街 地 再 開 発 

事 業 費 

 

977,600 

 

 

函館駅前東地区市街地再開発事業費  977,600 

 事業費補助金                  2,652,520 

(国) 市街地再開発 

  事業費補助金 

     488,800 

(地方債) 市街地再

開発事業債 

      488,800 

住 宅 管 理 費 1,136,496 

 

委員報酬                75 

市営住宅入居者審査委員会       35 

住宅施策のあり方に関する 

検討委員会   40 

市営住宅等管理費          359,121 

 火災保険料            7,541 

土地賃借料            12,713 

借上市営住宅関係経費      286,779 

共同浴場運営経費                 15,828 

（債務負担行為分 ８，８４７、 

その他） 

 その他諸経費           36,260 

市営住宅等管理委託料        471,481 

 （債務負担行為分） 

市営住宅等改善事業費        305,819 

外壁等改修事業費           296,370 

  湯浜団地２号棟 

   （別添資料参照 ８ページ） 

給水設備改修事業費           5,511 

   青柳団地 

   （別添資料参照 ９ページ） 

移転費              3,938 

(国) 公営住宅家賃

対策補助金 

       73,633 

(国) 公営住宅改善

費補助金 

      119,892 

(地方債) 公営住宅 

建設事業債 

         149,300 

(その他) 市営住宅 

使用料 

    790,101 

(その他) 市営住宅 

  共同浴場使用料 

       8,840 

(その他) 市営住宅 

駐車場使用料 

    28,476 

(その他) 特定公共 

賃貸住宅使用料 

36,396 

(その他) 特定公共 

賃貸住宅駐車場 

使用料 

     1,756 

(その他) サービス 

付き高齢者向け 

住宅事業登録手 

数料 

      328 
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（単位：千円） 

科   目 予 算 額 説    明 特 定 財 源 

   (その他) 土地貸付

収入 

     1,393 

(その他) その他の

雑入 

      834 

住 宅 建 設 費 312,700 公営住宅建設費           312,700 

大川団地（公営住宅移転建替） 

  解体工事（中道２丁目団地）、 

 その他 

  （別添資料参照 １０ページ） 

(国) 公営住宅建設 

費補助金 

    114,444 

(地方債) 公営住宅 

建設事業債 

          144,800 

排 水 路 整 備 費 25,020 排水路整備事業費           25,020 

上湯川町地区１号排水路 

（別添資料参照 １１ページ） 

(地方債) 排水路整 

備事業債 

          25,000 
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市 道 公 園 通 ２ 号
　位　　置　　図

　配　　置　　図

ＪＲ函館駅

函館市役所

再開発ビル
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３ 函館市駐車場条例の一部を改正する条例の骨子 

  （都市建設部所管分） 

 

 

(1) 改正理由 

駐車場法施行令の一部改正に伴い，建築物の新築等の場合の駐車施設の 

附置等に関する規定を整備するため 

 

(2) 改正内容（別紙「新旧対照表」参照） 

政令改正により，共同住宅が特定用途に追加されたことに伴い規定を整 

備する。 

 

(3) 施行期日 

令和８年４月１日から施行する。 
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函館市駐車場条例 新旧対照表（都市建設部所管分） 

  
現   行 改 正 案 

  

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語

の意義は，それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

第２条 （略） 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 特定用途 法第20条第１項に規定する特定

用途をいう。 

(5) （略） 

(6) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。 (6) （略） 

(7) 特定部分 法第20条第１項に規定する特定

用途に供する部分をいう。 

(7) （略） 

(8) 非特定部分 特定用途以外の用途に供する

部分をいう。 

(8) （略） 

(9) 特定用途建築物 その全部を特定用途に供

する建築物をいう。 

(9) （略） 

(10) 混合用途建築物 特定部分および非特定部

分を有する建築物をいう。 

(10) （略） 

  

（建築物の新築等の場合の駐車施設の附置） （建築物の新築等の場合の駐車施設の附置） 

第20条 次表中，（あ）欄の地区又は地域内にお

いて，（い）欄の用途に供する建築物で（う）

欄の規模のものを新築し，又は（う）欄の規模

となる増築をし若しくは（う）欄の規模のもの

について増築しようとする者は（え）欄により

算定した規模以上の規模を有する駐車施設を当

該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなけ

ればならない。ただし，駐車場整備地区又は商

業地域内もしくは近隣商業地域内において非特

定用途に供する建築物で市長が特に必要がない

と認めたものについては，この限りでない。 

第20条 次表中，（あ）欄の地区または地域内に

おいて，（い）欄の用途に供する建築物で（う）

欄の規模のものを新築し，または（う）欄の規

模となる増築をし，もしくは（う）欄の規模の

ものについて増築しようとする者は（え）欄に

より算定した規模以上の規模を有する駐車施設

を当該建築物または当該建築物の敷地内に附置

しなければならない。ただし，駐車場整備地区

または商業地域内もしくは近隣商業地域内にお

いて非特定用途および共同住宅の用途に供する

建築物で市長が特に必要がないと認めたものに

ついては，この限りでない。 

（あ）（い） （う） （え） 

地区

又は

地域 

 

建築物

の用途 

建築物の規模 駐車施設の規

模 

駐車

場整

備地

区又

は商

業地

域も

しく

その建

築物の

全部を

特定用

途に供

するも

の 

 

延べ面積（観覧

場の屋外観覧

席を含み，駐車

施設の用途に

供する部分の

床面積の合計

を除く。右欄に

おいて同じ。）

延 べ 面 積 が

2,000平方メー

トルをこえる

部分（増築にあ

つてはこの部

分のうち増築

にかかる部分

とする。）の面

（あ）（い） （う） （え） 

地区

また

は地

域 

建築物

の用途 

建築物の規模 駐車施設の規

模 

駐車

場整

備地

区ま

たは

商業

地域

もし

その建

築物の

全部を

特定用

途（共

同住宅

の用途 

を除く。

（略） （略） 
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は近

隣商

業地

域 

 

 

 

 

 

 

 

 

が2,000平方メ

ートルをこえ

るもの 

積に対して300

平方メートル

ごとに１台 

その建

築物の

全部を

非特定

用途に

供する

もの 

延べ面積（駐車

施設の用途に

供する部分の

床面積の合計

を除く。右欄に

おいて同じ。）

が3,000平方メ

ートルをこえ

るもの 

延 べ 面 積 が

3,000平方メー

トルをこえる

部分（増築にあ

つてはこの部

分のうち増築

にかかる部分

とする。）の面

積に対して450

平方メートル

ごとに１台 

周辺

地区 

その建

築物の

全部又

は一部

を特定

用途に

供する

もの 

特定用途に供

する部分の延

べ面積（観覧場

の屋外観覧席

を含み駐車施

設の用途に供

する部分の床

面積の合計を

除く。右欄にお

いて同じ。）が

3,000平方メー

トルをこえる

もの 

特定用途に供

する部分の延

べ面積が3,000

平方メートル

をこえる部分

（増築にあつ

てはこの部分

のうち増築に

かかる部分と

する。）の面積

に対して450平

方メートルご

とに１台 
 

くは

近隣

商業

地域 

以下こ

の表お

よび次

条にお

いて同

じ。）

に供す

るもの 

その建

築物の

全部を

非特定

用途お

よび共

同住宅

の用途

に供す

るもの 

 

（略） （略） 

周辺

地区 

その建

築物の

全部ま

たは一

部を特

定用途

に供す

るもの 

 

 

 

 

 

（略） （略） 

 

  

（混合用途建築物の場合） （混合用途建築物の場合） 

第21条 駐車場整備地区又は商業地域内もしくは

近隣商業地域内における混合用途建築物は，そ

の全部を特定用途に供する建築物とみなし，前

条の規定を適用する。この場合においては，特

定部分の延べ面積と非特定部分の延べ面積に３

分の２を乗じて得た面積との合計をその建築物

の延べ面積とする。 

第21条 駐車場整備地区または商業地域内もしく

は近隣商業地域内における混合用途建築物は，

その全部を特定用途に供する建築物とみなし，

前条の規定を適用する。この場合においては， 

 特定部分（共同住宅の用途に供する部分を除く。 

 次条において同じ。）の延べ面積と非特定部分

および共同住宅の用途に供する部分の延べ面積

に３分の２を乗じて得た面積との合計をその建

築物の延べ面積とする。 

（建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置） （建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置） 

第22条 次表中，（あ）欄の地区又は地域内にお

いて，（い）欄の規模を有する建築物の部分の

用途変更で，当該用途の変更により特定部分の

面積が増加することとなるもののために法第20

条の２にいう大規模の修繕又は大規模の模様替

第22条 次表中，（あ）欄の地区または地域内に

おいて，（い）欄の規模を有する建築物の部分

の用途変更で，当該用途の変更により特定部分

の面積が増加することとなるもののために法第

20条の２にいう大規模の修繕または大規模の模
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をしようとする者は，（う）欄により算定した

規模以上の規模を有する駐車施設を当該建築物

又は当該建築物の敷地内に附置しなければなら

ない。 

様替をしようとする者は，（う）欄により算定

した規模以上の規模を有する駐車施設を当該建

築物または当該建築物の敷地内に附置しなけれ

ばならない。 

（あ） （い） （う） 

地区

又は

地域 

 

建築物の規模 用途の変更により附置

すべき駐車施設の規模 

駐車

場整

備地

区又

は商

業地

域も

しく

は近

隣商

業地

域 

非特定用途に

供する建築物

で延べ面積が

3,000平方メー

トルをこえな

いもの及び混

合用途建築物

で前条の規定

により算定し

た延べ面積が

2,000平方メー

トルをこえな

いもの 

 

 

2,000平方メートルを

こえる特定部分の面積

に対して300平方メー

トルごとに１台 

上欄に掲げる

建築物以外の

もの 

特 定 部 分 の 面 積 が

2,000平方メートルを

こえることとなるもの

については，2,000平方

メートルをこえる特定

部分の面積に対して

300平方メートル（第20

条及び第21条の規定に

より駐車施設を附置す

べきものとされている

ときは900平方メート

ル）ごとに１台 

特 定 部 分 の 面 積 が

2,000平方メートルを

こえているものについ

ては，増加した特定部

分の面積に対して300

平方メートルごとに１

台 

周辺

地区 

特定部分の面

積が3,000平方

メートルをこ

えないもの 

3,000平方メートルを

こえる特定部分の面積

に対して450平方メー

トルごとに１台 

特定部分の面

積が3,000平方

増加した特定部分の面

積に対して450平方メ

（あ） （い） （う） 

地区

また

は地

域 

建築物の規模 用途の変更により附置

すべき駐車施設の規模 

駐車

場整

備地

区ま

たは

商業

地域

もし

くは

近隣

商業

地域 

非特定用途お

よび共同住宅

の用途に供す

る建築物で延

べ面積が3,000

平方メートル

をこえないも

のおよび混合

用途建築物で

前条の規定に

より算定した

延 べ 面 積 が

2,000平方メー

トルをこえな

いもの 

（略） 

（略） 特 定 部 分 の 面 積 が 

2,000平方メートルをこ

えることとなるものに

ついては，2,000平方メ

ートルをこえる特定部

分の面積に対して300平

方メートル（第20条およ

び第21条の規定により

駐車施設を附置すべき

ものとされているとき

は900平方メートル）ご

とに１台 

（略） 

 

 

 

 

 

 

周辺

地区 

（略） 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

（略） 
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メートルをこ

えるもの 

ートルごとに１台 
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４ 函館市営住宅条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 

(1) 改正理由 

特定共同浴場の管理を指定管理者に行わせることとするため 

 

(2) 改正内容（別紙「新旧対照表」参照） 

特定共同浴場の管理を指定管理者に行わせることとするため，指定

管理者が行う業務に特定共同浴場の使用者に関することを加え，市営

住宅等の維持，修繕および改良に関することから特定共同浴場を除外

する規定を削除し，ならびに指定管理者が特定共同浴場の使用の許可

等を行うことができるように改正する。 

 

(3) 施行期日 

 令和９年４月１日から施行する。 
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函館市営住宅条例 新旧対照表 

  
現   行 改 正 案 

  

（使用者の範囲） （使用者の範囲） 

第58条の14 健全な地域社会の形成のために特に

必要と認められるものとして規則で定める共同

浴場（以下「特定共同浴場」という。）の使用

は，入居者および同居者のほか，これらの者以

外の者もすることができる。 

第58条の14 （略） 

  

（使用の拒否等） （使用の拒否等） 

第58条の15 市長は，特定共同浴場を使用する者

が次の各号のいずれかに該当するときは，使用

を拒否し，または退場させることができる。 

第58条の15 （略） 

(1) 秩序もしくは風紀を乱し，または他人に迷

惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。 

(1) （略） 

(2) 建物，附属設備等を損傷し，汚損し，また

は滅失するおそれがあると認められるとき。 

(2) （略） 

(3) その他特定共同浴場の管理上支障があると

認められるとき。 

(3) （略） 

  

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第61条 市営住宅等の管理は，地方自治法第244

条の２第３項の規定により指定管理者（同項に

規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行

わせることができる。 

第61条 （略） 

２ 指定管理者が行う業務は，次のとおりとする。 ２ （略） 

(1) 入居者の公募の実施および入居の申込みの

受付に関すること。 

(1) （略） 

(2) 駐車場の使用の申込みの受付に関するこ

と。 

(2) （略） 

（新設） (3) 特定共同浴場の使用者に関すること。 

(3) 市営住宅等（特定共同浴場を除く。次号に

おいて同じ。）の維持，修繕および改良に関

すること。 

(4) 市営住宅等の維持，修繕および改良に関す

ること。 

(4) 市営住宅等に係る環境整備に関すること。 (5) （略） 

(5) その他市長が定める業務 (6) （略） 

（新設） ３ 指定管理者に前項の業務を行わせる場合にお

ける第58条の15の規定の適用については，同条

中「市長」とあるのは，「指定管理者」とする。 
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５ 令和８（２０２６）年度一般財団法人函館市住宅都市施設公社事業

計画の報告について 

 

(1) 事業概要 

令和８（２０２６）年度は，事業計画に基づく実施事業として「住生活環境向

上事業」を，収益事業等として「公営住宅等の管理に関する事業」，「公共及び

民間建築物に関する事業」および「公園及び街路樹等の維持管理に関する事業」

を実施する。 

住生活環境向上事業は，住宅や緑化に関する調査および啓発・相談事業を実施

する。 

公営住宅等の管理に関する事業は，市営住宅等管理業務および道営住宅等管理

業務の指定管理事業ならびにシルバーハウジング生活援助員派遣業務，北海道公

営住宅家賃等徴収事務業務および北海道住宅供給公社資産管理補完等業務の受託

事業を実施する。 

公共及び民間建築物に関する事業は，公共建築物等維持補修業務および介護保

険住宅改修費支給に係る業務の受託事業ならびに建築確認検査事業の収益事業を

実施する。 

公園及び街路樹等の維持管理に関する事業は，都市公園管理業務および道立公

園管理業務の指定管理事業，はこだてＭＯＭＩ－Ｇフェスタ開催業務，サクラ環

境対策業務，緑地等管理業務，街路樹および植樹桝等維持管理業務ならびに市有

共同墓地管理業務の受託事業ならびに売店事業および自動販売機設置事業等の自

主事業を実施する。 

 

(2) 予算の状況 

                                 （単位：千円） 

科  目 予 算 額 前年度予算額 増  減 

一般正味財産増減の部    

当期経常増減額 25,494 28,770 △3,276 

当期一般正味財産増減額 8,436 11,361 △2,925 

 一般正味財産期首残高 461,475 407,106 54,369 

 一般正味財産期末残高  (A) 469,911 418,467 51,444 

指定正味財産増減の部    

当期指定正味財産増減額 0 0 0 

指定正味財産期首残高 3,000 3,000 0 

  指定正味財産期末残高  (B) 3,000 3,000 0 

正味財産期末残高 (C)=(A)+(B) 472,911 421,467 51,444 
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